
南清水にじいろキッズこども園 一時預かり事業のご案内 

 

 

1. 事業の目的 

 〇保護者の就労、職業訓練、就学など、又は傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚 

葬祭など、社会的にやむを得ない事情により、家庭保育が困難になった場合や保護者の 

育児不安の解消を図り、負担を軽減するためにお子様をお預かりする事業です。 

 

 

2. 利用できる期間など 

 〇保護者の就労、職業訓練、就学などにより、断続的に家庭保育が困難となる場合は、週 

3 日程度が限度になります。 

 〇保護者の傷病、疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等などにより、緊急・ 

一時的に家庭での保育が困難となる場合。 

 〇保護者の育児に伴う私的な理由により、一時的に保育が必要となる場合。 

 

 

3. 利用できる児童 

 〇堺市内在住で 6 か月～就学前 

（原則として保育所・幼稚園及び認定こども園に在籍していない児童） 

 

 

4. 利用時間 

〇９：００～１７：００ 

半日利用・・4 時間以内 

1 日利用・・8 時間以内    

※園の行事などで利用できない日もあります。 

 

 

5. 一時預かり保育実施場所 

〇南清水にじいろキッズこども園 一時預かり保育室（すまいる組） 

 住所：堺市堺区南清水町１－５－１ 

 

 

6. 利用人数 

〇1 日の利用人数・・6 名 

 



7. 利用料金 

 〇利用されるお子様の年齢・時間によって異なります。 

  年齢基準は、前年度の末日（3 月 31 日）時点におけるお子様の年齢です。 

0～2 歳児 
1 日（8 時間）利用 2,700 円 

半日（4 時間）利用 1,500 円 

3～5 歳児 
1 日（8 時間）利用 1,900 円 

半日（4 時間）利用 1,100 円 

※上記料金には、給食費・間食費を含みます。内訳は、別紙をご覧ください。 

 ※利用料金は、お迎えに来て頂いた際に、その都度清算させて頂きます。 

 

８. 利用方法 

  

初めて利用される方 2 回目以降利用される方 

① 園にご連絡の上、面談の予約をしてくだ

さい。 

② お子様同伴で面談を行います。 

『一時預かり保育申請書』と『一時預かり 

保育利用登録書・同意書』などの申請書 

類は園に直接取りにきていただくか HP 

でダウンロードできます。 

記入してご持参ください。 

 

※面談時にお持ち頂く物 

 〇母子手帳 

 〇印鑑 

① 利用 1 週間前に『一時預かり保育申請

書』を園に直接提出してください。 

 

※『一時預かり保育 利用登録書・同意書』 

は、2 回目以降のご利用の場合は提出不 

要です。変更がある場合は園にお知らせ 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

★1 日の利用人数（6 名）に制限がありますので、利用のお申込みをされましても一時的に 

お待ち頂くか、お断りする場合もありますので、予めご了承ください。 

 

 

8. 持ち物（別紙） 

 

 

９. お問合せ（面談予約など） 

〇南清水にじいろキッズこども園      電話番号：072-229-3322 

 

 



(別紙) 

一時預かり事業にかかる利用料金の内訳について 

★０～２歳児 

【2,700 円の内訳（8 時間）】 

  ・保育料：2,280 円 

  ・飲食費： 420 円 うち 285 円が食材料費、135 円が光熱費、人件費など 

   2,280 円＋135 円(食材料費以外)＝2,415 円が無償化の対象、食材料費の 285 円 

   については無償化の対象外となります。 

 

【1,500 円の内訳（４時間）】 

  ・保育料：1,140 円 

  ・飲食費： 360 円 うち 255 円が食材料費、105 円が光熱費、人件費など 

   1,140 円＋105 円(食材料費以外)＝1,245 円が無償化の対象、食材料費の 255 円 

   については無償化の対象外となります。 

 

★３～５歳児 

 【1,900 円の内訳（8 時間）】 

  ・保育料：1,445 円 

  ・飲食費： 455 円 うち 320 円が食材料費、135 円が光熱費、人件費など 

   1,445 円＋135 円(食材料費以外)＝1,580 円が無償化の対象、食材料費の 320 円 

   については無償化の対象外となります。 

 

【1,100 円の内訳（４時間）】 

  ・保育料：  722 円 

  ・飲食費： 378 円 うち 290 円が食材料費、88 円が光熱費、人件費など 

   722 円＋88 円(食材料費以外)＝810 円が無償化の対象、食材料費の 290 円 

   については無償化の対象外となります。 

 


